
---交際費等の判断基準---

「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕

入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類す

る行為のために支出するものをいいます。

《交際費等のフローチャート》
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YES

「支出の相手方」は、事業な関

係のある者か？（自社役員、従

業員、株主を含む）

「行為の形態」は接待、供応、

慰安、贈答等に類する行為か？

１人当たり 5,000 円を超

える飲食交際費に該当す

るか？

支出目的は、親睦度を深め、取

引関係を円滑にすることにある

か？

【広告宣伝費】不特定多数の者を対象

【寄付金】

【給与等】事業関連性が不明であれば損金性

が否認される。

【広告宣伝費】

【販売促進費等】

【会議費】商談のための昼食代等

【会議費】

【給与等】 内容に応じて判断

【福利厚生費】

１人当たり 5,000 円以下の飲食交際費（役

員又は従業員に対するものは除く）は、一

定の要件をもとに交際費等に含めなくても

よい

【売上割戻し】

【販売奨励金】

【情報提供料】

【福利厚生費】通常要する費用の範囲内で

【交際費等に該当】
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YES
YES

YES

（飲食交際費以外）


